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用地調査等業務共通仕様書中「別記１２ 地盤変動影響調査算定要領」 新旧対照表 

 

（新） （旧） 

  

第１条から第６条まで 略 第１条から第６条まで 略 

（調査） 

第７条 建物等の調査は、事前調査と事後調査に区分して行うものとする。 

２ 事前調査及び事後調査にあたっては、原則として建物等の所有者及び所有権以

外の権利を有する者（以下「所有者等」という。）の立会いのうえ行い、第１２

条に規定する様式第３に調査内容を確認した旨の署名又は記名押印を求めるも

のとする。 

（調査） 

第７条 建物等の調査は、事前調査と事後調査に区分して行うものとする。 

２ 事前調査及び事後調査にあたっては、原則として建物等の所有者及び所有権以

外の権利を有する者（以下「所有者等」という。）の立会いのうえ行い、第１２

条に規定する様式第３に調査内容を確認した旨の署名・押印を求めるものとす

る。 

第８条から第２８条まで 略 第８条から第２８条まで 略 

 

 

 

 

  

各別表 略 各別表 略 

  

  

様式第１「建物等調査一覧表」 

様式第２「建物等調査書（平面図、立面図等）」 

※上記各様式中「○印」の記載を【削除】 

様式第１「建物等調査一覧表」 

様式第２「建物等調査書（平面図、立面図等）」 

※上記各様式中「○印」の記載 
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様式第３「損傷調査書（事前・事後）」 

 
表中右上部以外 略 

様式第３「損傷調査書（事前・事後）」 

 
 表中右上部以外 略 

  

  

様式第４及び様式第５ 略 様式第４及び様式第５ 略 

  

  

 

 


